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	スライド 1: 　事業所が行う雇用保険手続きをデジタル庁が運営するe-Govにアクセスして、電子証明書等を利用して電子申請を行うための導入までの流れを説明します。 　説明内容は雇用保険に関してのみで、労働保険や社会保険等の説明は含まれません。

